
   四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例 

 

 （四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１条 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第６号中「小規模保育事業 児童福祉法」を「満３歳未満等小規模保育事業 

児童福祉法」に改め、「規定する小規模保育事業」の次に「（同項第３号に掲げる事業

を除く。）」を加え、同号の次に次の１号を加える。 

 ⑹の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する

小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。 

 第２条第１１号の次に次の３号を加える。 

 ⑾の２ 教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。 

 ⑾の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育認

定子どもをいう。 

 ⑾の４ 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。 

 第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同条第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ど 

も又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」に改め、 

同条第４項中「選考方法」の次に「又は前項に規定する選考の方法」を加える。 

 第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

 第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア(ア)中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア(イ)中「法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３

歳以上保育認定子ども」に改め、同号イ中「以下イ」を「以下このイ」に改め、同号イ

(ア)中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「教育認定子ども」に改め、同号イ(イ)中「法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に

改める。 

 第２０条第７号中「及び第３項」を削り、「選考方法」の次に「及び同条第３項に規

定する選考の方法」を加える。 

 第２２条の見出しを「（利用定員の遵守）」に改める。 



 第２５条中「幼稚園」を「学校教育法第１条に規定する幼稚園」に、「学校教育法」

を「同法」に改める。 

 第３５条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定

子ども」に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同号

又は同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を

「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２

号」に、「同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ア)中「教育認定子ども」とあるのは「教

育認定子ども」に、「同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども」を「同号イ(イ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳

以上保育認定子ども」に改める。 

 第３６条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・ 

保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第 

１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」

を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に 

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」 

に、「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第４項第３

号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「

同条第４項第３号イ(ア)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号

イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同

号イ(イ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改

める。 

 第３７条第１項中「第２９条に」、「第３２条に」及び「第３４条に」を「第２８条

に」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地域型保育

事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用

定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもと

に区分して定めるものとする。 

 ⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第 



１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

 ⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小学校

就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員 

 第３７条に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以

上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員を定めるものとする。 

 第３９条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事

業者を除く。）」を、「この章」の次に「（第４３条第１項を除く。）」を加え、同条

第４項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に、「の選考方法」を「に規定する選考の

方法」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用の申

込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事

業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

 第４０条第２項及び第４１条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」

に改める。 

 第４２条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、 

同項第３号中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を

除く。第６項、第７項、第１１項及び第１２項において同じ。）」を、「により特定地

域型保育」の次に「（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、第７項及び第１２項

において同じ。）」を、「その他の」の次に「法第１９条第３号に掲げる」を加え、「

以下この号及び」を削り、同条第７項中「のものに限る。）」の次に「又は満３歳以上

限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、同条中第１１項を第１２項とし、第８項か

ら第１０項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１項の

規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力を求める

ことを要しない。 

 第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加える。 

 第４６条第７号中「に規定する選考方法」を「及び第３項に規定する選考の方法」に



改める。 

 第４７条第１項及び第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に

改める。 

 第４８条の見出しを「（利用定員の遵守）」に改める。 

 第４９条第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

 第５０条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども」を 

「教育認定子ども」に、「第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」 

と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第

１項」を「第１４条第１項」に、「読み替える」を「、第２５条中「各号（幼保連携型

認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の

２第１項各号、学校教育法第１条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員に 

あっては、同法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の第１項各号）」 

とあるのは「各号」と読み替える」に改める。 

 第５１条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（特別利用地域型保育の基準）」 

を付し、同条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育

事業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第１９条第１号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、 

同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給 

付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条第１項」を「第５２条第１項」に、

「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」 

を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「いう。次条第３項」の次に「 

及び第５２条第３項」を、「、この章（」の次に「第３７条第３項、第３９条第３項及

び」を加え、「含む。次条第３項」を「含む。第５２条第３項」に、「以下この章」を

「以下この章（第４３条第１項を除く。）」に、「同号又は同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第 

１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「 

教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、 

第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる満３歳以上保育認定子ども」に改め、「中「教育・保育給

付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」を加え、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

第５１条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下

この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合

には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら



ない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に

利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第３７条第３項の規定により定め

られた利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合

には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第３７条第２項、第３９条第２項

及び第４０条第２項を除き、第５０条において準用する第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３

条までを含む。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第３項中「第１９

条第２号」とあるのは「第１９条第１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とある

のは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法

第１９条第２号」と、「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上

保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と

あるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる教育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定め 

る基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、 

同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。 

 第５２条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事

業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第１９条第２号に掲げる小学 

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」 

に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項」を「満３歳

未満保育認定子ども（第５１条第１項」に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３

項中「中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」を加え、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学



前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、

「令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう」を「特定満３歳

以上保育認定子どもを除く」に改める。 

 （四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「場合」の次に「若しくは同条第１０項第３号の規定に基づき保育を必要と

する児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合」を加える。 

 第７条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（以下

「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定小

規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」を加え、

同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第６項及び第７項において同じ。）」を加え、同条第７項中「のものに限る。）」

の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

 第１４条を次のように改める。 

 （児童対象性暴力等の防止） 

第１４条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第２１

条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条におい

て同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の

必要な措置を講じなければならない。 

 第１９条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者にあって

は、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

 第２８条中「小規模保育事業Ｂ型」及び「小規模保育事業Ｃ型」の次に「（満３歳以

上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。 

 第３０条第２項第３号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」を加え、 

同条第３項中「准看護師」の次に「（以下「看護師等」という。）」を加え、同条に次

の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤

務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であ



って、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する

と認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であっ

て、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれか 

に該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」 

という。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（認定地方公 

共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士、 

当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家

戦略特別区域限定保育士をいい、附則第８項又は第９項の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

 第３２条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次

の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当

該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士

（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所Ｂ型にあっ

ては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。）による支援を

受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

 第３６条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改める。 

 第４５条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次

の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所型事業所

内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育



士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第８項又は

第９項の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 第４８条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次

の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模型事業所

内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育

士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同

じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 第４９条中「）と」を「）」と」に改め、「と、同条第４号中「次号」とあるのは「

第４９条において準用する第２９条第５号」」を削る。 

 附則第４項中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保育事業者及

び」を加える。 

 附則第７項中「家庭的保育事業等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」

を加える。 

 附則第１０項を次のように改める。 

１０ 前２項の規定を適用するときは、保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実

施区域内にある小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所にあっては、

保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に

係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第３０条第３項若しくは第４項若しくは第 

 ４５条第３項若しくは第４項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。） 

 を、前２項の規定の適用がないものとした場合の第３０条第２項又は第４５条第２項

により算定される保育士の数の３分の２以上、置かなければならない。 

 （四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の一部改正） 



第３条 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（令和６年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に、「規定」を「規

定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数

に関する部分に限る。）」に改める。 

 附則第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を附則第４項とし、附則第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 当分の間、小規模保育事業所Ａ型、小規模保育事業所Ｂ型、保育所型事業所内保育

事業所及び小規模型事業所内保育事業所に置く保育士及び保育従事者の数の基準は、

改正後の第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規

定（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分

に限る。）にかかわらず、なお従前の例による。 

 （四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７

年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条の次に次の１条を加える。 

 （児童対象性暴力等の防止） 

第１４条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用する法

第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民

間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令

和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条

において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適

切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者の

うち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条中四街道市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例第１４条の改正規定及び第４条の規定は、令和

８年１２月２５日から施行する。 

 （児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項及び第６条第３項の条例で定め

る日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条第４項及び

第６条第３項の条例で定める日は、この条例の公布の日の前日とする。 


